
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
移動局と基地局とを含んだ CDMA(code division multiple access)移動通信システムにお
ける、移動局と基地局の間でのパケット伝送のための専用チャネル割当て方法において、
前記移動局の媒体アクセス制御 MAC(media access control)階層の制御部で、パケットの
発生に応じて該パケットのサービスオプションを決定する第 1ステップと、
該パケットのサービスオプションがコネクション形通信であれば、指定制御チャネル DCCH
(dedicated control channel)割当てを要求し、該 DCCHを受け取る第 2ステップと、
指定トラフィックチャネル DTCH(dedicated traffic channel)割当てを要求し、該 DTCHを
受け取る第 3ステップと、
前記 DTCHを介して前記パケットを伝送する第 4ステップ
を含むことを特徴とするパケット伝送のための専用チャネル割当て方法。
【請求項２】
前記パケットのサービスオプションを決定する前に、前記移動局の MAC階層の制御部が停
止状態に遷移することを特徴とする請求項 1に記載のパケット伝送のための専用チャネル
割当て方法。
【請求項３】
前記移動局の MAC階層の制御部が、前記基地局の前記 MAC階層の制御部に前記 DCCHの割当て
を要求することを特徴とする請求項 1に記載のパケット伝送のための専用チャネル割当て
方法。
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【請求項４】
前記第 3ステップは、
前記 DCCHを受け取る前に停止状態のタイマーが終了しないとき、前記移動局の MAC階層の
制御部が制御保持状態に遷移する第 5ステップと、
前記基地局の MAC階層の制御部に前記 DTCH割当てを要求する第 6ステップと
を含むことを特徴とする請求項 1に記載のパケット伝送のための専用チャネル割当て方法
。
【請求項５】
前記第 4ステップは、
前記 DTCHを受け取る前に制御保持状態のタイマーが終了しないとき、前記 DTCHを介して前
記パケットを伝送する前に前記移動局の MAC階層の制御部を活性状態に遷移させる第 7ステ
ップと、
活性状態のタイマーが終了する前に前記パケットを伝送する第 8ステップと、
前記活性状態のタイマーが終了した後、前記移動局の MAC階層の制御部が前記制御保持状
態に遷移する第 9ステップ
を含むことを特徴とする請求項 1に記載のパケット伝送のための専用チャネル割当て方法
。
【請求項６】
前記第 2ステップは、
前記パケットのサービスオプションがコネクションレス形通信であるとき、任意に接続さ
れている共通トラフィックチャネル CTCH(common traffic channel)を介して、前記パケッ
トを伝送する第 10ステップをさらに含むことを特徴とする請求項 1に記載のパケット伝送
のための専用チャネル割当て方法。
【請求項７】
前記第 3ステップは、
前記 DCCHを受け取る前に停止状態のタイマーが終了するとき、前記移動局の MAC階層の制
御部が休止状態に遷移するか、または前記停止状態に戻る第 11ステップをさらに含むこと
を特徴とする請求項 4に記載のパケット伝送のための専用チャネル割当て方法。
【請求項８】
λ Dは前記 DCCHの要求率を示し、 TSは停止状態のタイマー値を示すとき、前記休止状態に
遷移する確率が (1-λ D )/TSであり、前記停止状態に戻る確率が (1-λ D )(1-(1/TS ))である
ことを特徴とする請求項 7に記載のパケット伝送のための専用チャネル割当て方法。
【請求項９】
前記第 4ステップは、
前記 DTCHを受け取る前に制御保持状態のタイマーが終了するとき、前記移動局の MAC階層
の制御部が前記停止状態に遷移するか、または前記制御保持状態に戻る第 12ステップを含
むことを特徴とする請求項 5に記載のパケット伝送のための専用チャネル割当て方法。
【請求項１０】
μ Dは前記 DTCHの要求率を示し、 Tcは制御保持状態のタイマー値を示すとき、前記停止状
態に遷移する確率が (1-μ D )/Tcであり、前記制御保持状態に戻る確率が (1-μ D )(1-(1/Tc )
)であることを特徴とする請求項 9に記載のパケット伝送のための専用チャネル割当て方法
。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、 CDMA(code division multiple access)移動通信システムにおける移動局 MS(mo
bile station)と基地局 BS(base station)との間のデータ伝送に関し、特に、 CDMA移動通
信システムにおいて移動局と基地局との間でパケットデータを伝送するとき、 CDMA媒体ア
クセス制御 MAC(media access control)階層の制御部におけるパケット伝送のための専用
チャネル割当て方法に関する。
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【０００２】
【従来の技術】
従来の無線データサービスは、回線交換方式に基づき、データトラフィックサービスが音
声トラフィックサービスと同様に提供されていた。この方式を利用すると、遅延時間が短
いという長所はある。しかし、データサービスにおいても音声サービスのように、チャネ
ルがデータ呼び出しに対して長時間占有されるため、無線資源効率が非常に低くなり、ま
たパケットの変化の程度が非常に小さくなるという問題があった。特に、 CDMA移動通信シ
ステムではチャネルを保持するために、必要以上の電力を消散し、システム全体の品質を
低下させるという問題があった。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、上述した従来の技術の問題を解決するため、 CDMA移動通信システムにおいて移
動局と基地局との間のパケットデータを伝送するとき、無線資源効率を向上させることが
できる、 CDMA MAC階層の制御部におけるパケット伝送のための専用チャネル割当て方法を
提供することを目的としている。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するため、本発明は、移動局と基地局とを含んだ CDMA移動通信システムに
おける、移動局と基地局との間でのパケット伝送のための専用チャネル割当て方法におい
て、前記移動局の MAC階層の制御部で、パケットの発生に応じて該パケットのサービスオ
プションを決定する第 1ステップと、該パケットのサービスオプションがコネクション形
通信であれば、指定制御チャネル DCCH(dedicated control channel)割当てを要求し、該 D
CCHを受け取る第 2ステップと、指定トラフィックチャネル DTCH(dedicated traffic chann
el)割当てを要求し、該 DTCHを受け取る第 3ステップと、前記 DTCHを介して前記パケットを
伝送する第 4ステップとを含むことを特徴としている。
【０００５】
ここで、前記パケットのサービスオプションを決定する前に、前記移動局の MAC階層の制
御部が停止状態に遷移することが望ましい。
【０００６】
また、前記移動局の MAC階層の制御部が、前記基地局の前記 MAC階層の制御部に前記 DCCHの
割当てを要求することもできる。
【０００７】
なお、前記第 3ステップは、前記 DCCHを受け取る前に停止状態のタイマーが終了しないと
き、前記移動局の MAC階層の制御部が制御保持状態に遷移する第 5ステップと、前記基地局
の MAC階層の制御部に前記 DTCH割当てを要求する第 6ステップを含むことが望ましい。
【０００８】
また、前記第 4ステップは、前記 DTCHを受け取る前に制御保持状態のタイマーが終了しな
いとき、前記 DTCHを介して前記パケットを伝送する前に前記移動局の MAC階層の制御部を
活性状態に遷移させる第 7ステップと、活性状態のタイマーが終了する前に前記パケット
を伝送する第 8ステップと、前記活性状態のタイマーが終了した後、前記移動局の MAC階層
の制御部が前記制御保持状態に遷移する第 9ステップを含むことが望ましい。
【０００９】
なお、前記第 2ステップは、前記パケットのサービスオプションがコネクションレス形通
信であるとき、任意に接続されている共通トラフィックチャネル CTCH(common traffic ch
annel)を介して、前記パケットを伝送する第 10ステップをさらに含むとよい。
【００１０】
また、前記第 3ステップは、前記 DCCHが割り当てられる前に停止状態のタイマーが終了す
るとき、前記移動局の MAC階層の制御部が休止状態に遷移するか、または前記停止状態に
戻る第 11ステップをさらに含むことが望ましい。
【００１１】
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なお、λ Dは前記 DCCHの要求率を示し、 TSは停止状態のタイマー値を示すとき、前記休止
状態に遷移する確率を (1-λ D )/TSとし、前記停止状態に戻る確率を (1-λ D )(1-(1/TS ))と
することができる。
【００１２】
また、前記第 4ステップは、前記 DTCHが割り当てられる前に制御保持状態のタイマーが終
了するとき、前記移動局の MAC階層の制御部が前記停止状態に遷移するか、または前記制
御保持状態に戻る第 12ステップを含むことが望ましい。
【００１３】
なお、前記μ Dは前記 DTCHの要求率を示し、 Tcは制御保持状態のタイマー値を示すとき、
前記停止状態に遷移する確率を (1-μ D )/Tcとし、前記制御保持状態に戻る確率を (1-μ D )(
1-(1/Tc ))とすることができる。
【００１４】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態に係るパケット伝送のための専用チャネル割当て方法について
、添附した図面を参照し詳細に説明する。
【００１５】
図 1は、本発明の実施の形態に係るパケット伝送のための専用チャネル割当て方法におけ
る、移動局と基地局との間の下位 CDMAプロトコル階層の積層構造を示した概念図である。
【００１６】
移動局と基地局との間の物理階層のプロトコル要素は、移動局と基地局との間の CDMA無線
インターフェースを制御する。また、 MAC階層のプロトコル要素は、媒体アクセスを制御
し、リンクアクセス制御 LAC( Link Access Control)階層のプロトコル要素は、リンクア
クセスを制御する。物理階層、 MAC階層及び LAC階層のプロトコル要素は、移動局と基地局
のそれぞれに含まれている。
【００１７】
図 2は、図 1に示した各階層における、各プロトコル要素のそれぞれ該当する機能を遂行す
る各階層制御部間の動作を示すフローチャートである。ここで、物理階層制御部は物理階
層機能を遂行するための装置であり、 MAC階層の制御部は MAC階層機能を遂行するための装
置であり、 LAC階層の制御部は LAC階層機能を遂行するための装置である。
【００１８】
図 3は、本発明の実施の形態に係るパケット伝送のための専用チャネル割当て方法を示す
フローチャートである。
【００１９】
第 1ステップは、移動局の MAC階層の制御部で、パケットの発生に応じて該パケットのサー
ビスオプションを決定するまでの段階である。このとき、前記移動局の MAC階層の制御部
を停止状態に遷移させるステップ S11を、前記パケットのサービスオプションを決定する
ステップ S12の前に設けることが望ましい。このとき、ステップ S11及び S12が第 1ステップ
に該当する。
【００２０】
第 2ステップとしては、前記決定の結果を受けて下記の２通りの段階が存在する。一方は
、前記パケットのサービスオプションがコネクション形通信であったときで、指定制御チ
ャネル DCCH(dedicated control channel)割当てを要求し、該 DCCHを受け取る段階となり
、ステップ S13及び S14がこれに該当する。
【００２１】
ステップ S13では、前記 DCCHの割当てを要求する。例えば、前記移動局の MAC階層の制御部
が、基地局の MAC階層の制御部に前記 DCCHの割当てを要求する。そして、ステップ S14にお
いて、 DCCHを受け取る前に、停止状態のタイマーが終了するか否かを判断し、第 3ステッ
プに進行する。
【００２２】
他方は、パケットのサービスオプションがコネクションレス形通信であったときで、この
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とき、第 2ステップは第 10ステップをさらに含む段階となる。
【００２３】
第 10ステップは、移動局の MAC階層の制御部が、そこに任意に接続された共通トラフィッ
クチャネル CTCH(common traffic channel)を介してパケットを伝送する段階であり、ステ
ップ S21がこれに該当する。図示したように、パケット伝送後はステップ S11に戻る。
【００２４】
第 3ステップとしては、前記決定の結果を受けて下記の２通りの段階が存在する。一方は
、前記 DCCHを受け取る前に、停止状態のタイマーが終了しないときで、このとき第 3ステ
ップは、指定トラフィックチャネル DTCH(dedicated traffic channel)割当てを要求し、
該 DTCHを受け取る段階となる。このとき、第 3ステップは、第 5ステップ及び第 6ステップ
を含むことが望ましい。
【００２５】
第 5ステップは、前記移動局の MAC階層の制御部が制御保持状態に遷移する段階であり、ス
テップ S15がこれに該当する。第 6ステップは、前記基地局の MAC階層の制御部に前記 DTCH
割当てを要求する段階であり、ステップ S16がこれに該当する。
【００２６】
ステップ S17において、 DTCHを受け取る前に制御保持状態のタイマーが終了するか否かを
判断する。結果として、ステップ S15、 S16及び S17が第 3ステップに該当する。制御保持状
態のタイマーが終了しなければ、移動局の MAC階層の制御部が活性状態に遷移する第 4ステ
ップに移行し、また終了すると、ステップ S11に戻る。
【００２７】
他方は、前記 DCCHが割り当てられる前に、停止状態のタイマーが終了するときで、このと
き第 3ステップは、第 11ステップをさらに含む。
【００２８】
第 11ステップは、前記移動局の MAC階層の制御部が休止状態に遷移するか、または前記停
止状態に戻る段階である。図示したように、ステップ S14からステップ S21に進み、また、
ステップ S21からステップ S11に戻る。
【００２９】
第 4ステップとしては、前記決定の結果を受けて下記の２通りの段階が存在する。一方は
、前記 DTCHが割り当てられる前に制御保持状態のタイマーが終了しないときで、前記 DTCH
を介して前記パケットを伝送する段階となる。このとき、第 4ステップは、第 7ステップ、
第 8ステップ及び第 9ステップを含むことが望ましい。
【００３０】
第 7ステップは、前記 DTCHを介して前記パケットを伝送する前に前記移動局の MAC階層の制
御部を活性状態に遷移させる段階であり、ステップ S18がこれに該当する。第 8ステップは
、活性状態のタイマーが終了する前に前記パケットを伝送する段階であり、ステップ S19
がこれに該当する。
【００３１】
ステップ S19において、移動局の MAC階層の制御部は、割り当てられた DTCHを介してパケッ
トを伝送する。そして、ステップ S20において、前記パケットが伝送される前に、活性状
態のタイマーが終了するか否かを判断する。終了しないと判断すると、前記パケットを伝
送する手続きを完了し、また終了したと判断すると、第 9ステップに進行する。
【００３２】
第 9ステップは、前記活性状態のタイマーが終了した後、前記移動局の MAC階層の制御部が
前記制御保持状態に遷移する段階である。図示したように、ステップ S20からステップ S15
に戻る。結果として、第 4ステップには、ステップ 17、 18、 19及び 20が該当する。
【００３３】
他方は、前記 DTCHが割り当てられる前に、制御保持状態のタイマーが終了すると判断した
ときで、第 4ステップは第 12ステップを含む。
【００３４】
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第 12ステップは、前記移動局の MAC階層の制御部が前記停止状態に遷移するか、または前
記制御保持状態に戻る段階である。図示したように、ステップ S17からステップ S11に戻る
。
【００３５】
図 4は、本発明の実施の形態に係るパケット伝送のための専用チャネル割当て方法におけ
る、 MAC階層の制御部の状態遷移を示すフローチャートである。
【００３６】
図 4に示したように、 MAC階層の制御部は、休止状態、停止状態、制御保持状態及び活性状
態の四つのパターンで動作することができる。
【００３７】
休止状態は、移動局が基地局からパイロット信号を受信する状態を意味する。休止状態に
おいて、システム情報は、伝送されないため、電力制御は行われず、消散される電力の量
が極めて少ない状態である。コネクションレス形通信パケットは、休止状態で CTCHを介し
て任意に伝送される。すなわち、パケットバーストモード (packet burst mode)サービス
は、この状態で行われる。コネクション形通信サービスを要求するパケットが発生すると
、 MAC階層の制御部は、停止状態に遷移する。停止状態とは、いかなる専用チャネル (DCCH
や DTCH)も割り当てられていない、データサービスモードの初期状態を意味する。
【００３８】
MAC階層の制御部は停止状態に遷移した後、 DCCHを受け取る。 DCCHを受け取る前に、停止
状態のタイマーが終了すると、 MAC階層の制御部は、 DCCHを受け取るまで制御保持状態に
遷移しない。制御保持状態とは、 DCCHを受け取った後、 DTCHが割り当てられるまでの状態
を意味する。
【００３９】
DTCHがパケットに割り当てられることによって、 MAC階層の制御部は、活性状態に遷移す
る。しかし、制御保持状態のタイマーが、 DTCHを受け取る前に終了すると、 MAC階層の制
御部は、停止状態に再び戻る。
【００４０】
活性状態において、データサービスモードのパケットは、パケットに割り当てられた DTCH
を介して伝送される。活性状態で消散される電力の量が、四つのパターンの中で最も多い
。活性状態のタイマーが終了する前に、パケットの伝送は完了されるべきである。活性状
態のタイマーが終了すると、 MAC階層の制御部は、再び制御保持状態に戻る。
【００４１】
パケットが、データサービスモードで発生する確率に対する等式は、λ D  =λ× PDである
。ここでλは、パケットデータサービスモードを要求するコネクション形通信パケットデ
ータが発生する確率を示し、 PDは、パケットが MAC階層の制御部で発生する確率を示して
いる。パケットがλ Dの確率で発生すると、移動局の MAC階層の制御部は、パケットのサー
ビスオプションを決定する。コネクション形通信パケットであれば、 MAC階層の制御部は
、停止状態で、基地局の MAC階層の制御部に移動局の物理階層を介して、 DCCHが割り当て
られるように要求する。
【００４２】
DCCHが割り当てられれば、 MAC階層の制御部は、制御保持状態に遷移し、ついで、 DTCHは
、λ Dの確率で割り当てられる。ここで、λ Dは、 DCCHの要求率を示す。 DTCHが割り当てら
れれば、 MAC階層の制御部は、活性状態に遷移し、割り当てられた DTCHを介してパケット
を伝送する。
【００４３】
パケットは、時間 TAの間、活性状態で伝送される。時間 TAが経過すると、 MAC階層の制御
部が、制御保持状態に戻る。この時間 TAは、活性状態におけるシステムタイマーの値を示
す。
【００４４】
ついで、時間 TCが経過したか否かを判断し、 DTCHが割り当てられないまま時間 TCが経過し
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た後に、 MAC階層の制御部は停止状態に遷移する。ここで、時間 TSは、停止状態でのシス
テムタイマーの値を示す。
【００４５】
パケットバーストモードサービスが行われる休止状態において、状態遷移の二つのパター
ンを仮定することができる。その一つは、第 1自己状態への再遷移、すなわちパケットバ
ーストモードが保持される状態であり、他の一つは停止状態への遷移すなわち、データサ
ービスモードへの遷移である。データサービスモードに遷移する確率は、 PDである。コネ
クション形通信パケットが発生すると、 MAC階層の制御部は、直ちにデータサービスモー
ドに遷移する。したがって、第 1自己状態に遷移する確率は、 (1-PD )、すなわちコネクシ
ョンレス形通信パケットが発生する確率となる。コネクションレス形通信パケットが発生
すると、 MAC階層の制御部は、パケットバーストモードに続いて留まることとなる。
【００４６】
停止状態では、三つのパターンの状態遷移を仮定することができる。その一つは、λ Dの
確率で DCCHが割り当てられ、制御保持状態に遷移する場合である。他の二つのパターンは
、 DCCHが割り当てられなければ、それぞれ第 2自己状態、すなわち停止状態に再遷移する
場合と、休止状態に遷移する場合である。
【００４７】
DCCHが割り当てられるまで、停止状態のタイマーの値時間 TSは経過する。時間 TSが経過す
ると、 MAC階層の制御部は休止状態に遷移する。 DCCHが割り当てられなければ、 MAC階層の
制御部は、時間 1/TSごとに休止状態に遷移し、 DCCHが割り当てられない確率は (1-λ D )と
なる。したがって、休止状態に遷移する確率は、 (1-λ D )/TSとなり、また、第 2自己状態
に再遷移する確率は、 (1-DCCHが割り当てられない確率 -休止状態に遷移する確率 )、すな
わち (1-λ D )(1-1/TS )である。
【００４８】
制御保持状態では、状態遷移の 3つのパターンを仮定することができる。その一つは、μ D

の確率で DTCHが割り当てられ、活性状態に遷移する場合である。他の二つのパターンは、
DTCHが割り当てられず、それぞれ第 3自己状態、すなわち制御保持状態に再遷移する場合
と、停止状態に遷移する場合である。
【００４９】
DTCHが割り当てられるまで、制御保持状態のタイマー値時間 TCは経過する。時間 TCが経過
すると、 MAC階層の制御部は、停止状態に遷移する。 DTCHが割り当てられなければ、 MAC階
層の制御部は、時間 1/TCごとに停止状態に遷移し、 DTCHが割り当てられない確率は (1-μ D

)となる。したがって、停止状態に遷移する確率は、 (1-μ D )/TCとなり、また、第 3自己状
態に再び遷移する確率は、 (1-DTCHが割り当てられない確率 -停止状態に遷移する確率 )、
すなわち (1-μ D )(1-1/TC )である。
【００５０】
【発明の効果】
上述したように、本発明に係るパケット伝送のための専用チャネル割当て方法によれば、
移動局と基地局との間でパケットデータを伝送するとき、コネクション形通信パケットに
専用チャネルを割り当てることによって、パケット発生量の増加と関係なく、迅速なパケ
ット処理速度を保持することができる。
【００５１】
さらに詳細には、 100名のユーザが 0.8の確率でデータサービスモードを要求するとした場
合、パケット伝送方法における平均遅延に関しては、従来の方法とあまり差はないが、処
理率ではパケット発生量と関係なく常に 54%以上を保持することができるという優れた効
果がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の実施の形態に係るパケット伝送のための専用チャネル割当て方法にお
ける、移動局と基地局との間の下位 CDMAプロトコル階層の積層構造を示した概念図である
。
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【図２】　図 1に示した各階層における、各プロトコル要素のそれぞれ該当する機能を遂
行する各階層制御部間の動作を示すフローチャートである。
【図３】　本発明の実施の形態に係るパケット伝送のための専用チャネル割当て方法を示
すフローチャートである。
【図４】　本発明の実施の形態に係るパケット伝送のための専用チャネル割当て方法にお
ける、 MAC階層の制御部の状態遷移を示すフローチャートである。

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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